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わが国における地震防災の最近の動向

　わが国は世界有数の地震大国であり、地震防災における先進国でもある。

　1995 年１月に発生した阪神・淡路大震災から 10 年が経過し、地震防災に関して様々

な技術が展開されている。本稿は、2003年の宮城県沖地震、宮城県北部地震、十勝沖地震、

2004 年 10 月の新潟県中越地震、2005 年３月の福岡県西方沖地震などで得られた知見も

総合し、地震被害の軽減を図るための現状と課題をまとめ、提言を行うものである。

１．地震計測と予知
　約 20km間隔で全国を覆う高感度地震観測施設や GPS 連続観測施設などの整備が進

み、高密度地震観測網を利用した緊急地震速報の試験運用も開始されているが、正確な

予測は依然として困難である。

① 地震情報や津波情報、緊急地震速報による被害軽減を図る上で、海底地震計をネッ

トワーク化しリアルタイムで常時監視できる体制が必要である。

② 地震計の更新は 10 年おきとなっていて、阪神・淡路大震災を契機に設置された

機器は、間もなく 10 年を迎えることとなる。自治体が設置した震度計は全国に約

2,800 地点に上るが、市町村合併によって、地震計の統廃合や経費節減による保守

点検の削減など観測精度の低下が危惧される。何らかの対策が望まれる。また、震

度速報に対応できるよう、ネットワーク回線数の増加、多重化・常時接続化や送信・

受信サーバーの処理能力の向上等、システムの改善を早急に行う必要がある。

２．住宅耐震化の促進
　中央防災会議の地震防災戦略では、住宅耐震化率を現在の 75％から今後 10 年で 90％

に向上させる具体的目標が掲げられている。しかし、耐震診断や耐震改修にかかる費

用、悪徳施工業者の横行などが障害となっている。耐震化による固定資産税の軽減や、

地震保険の掛け金の割引など、減災に向けた取り組みを支援する優遇措置を導入すべき

である。

３．ハザードマップの作成・普及
　地震による津波、土砂災害などの被害に加え、交通網の寸断箇所や建物の倒壊・延焼

等を予測し、安全な場所へ迅速に避難誘導するためのハザードマップの作成・普及を図

る必要がある。

４．ライフライン共同溝化の促進
　阪神・淡路大震災ではライフラインが多大な被害を受けたが、神戸市内の一部で整備

されていた共同溝は軽微な損傷にとどまった。共同溝化によって、地震時のライフライ

ンの安全性の向上が図れるとともに、別々に埋められているライフラインの補修による

道路の掘り返し工事が少なくなる。ただし、電気、ガス、水道などの各ライフライン間

で、被害状況や復旧に関する情報の共有化と、復旧作業における連携の手法を確立する

必要がある。
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　周辺海域まで含めた面積が全

世界の約１％であるにもかかわら

ず、20世紀中に起きたマグニチュ

ード 8.0 以上の大地震のうち、お

よそ１割が日本とその周辺で発生

しているという世界有数の地震大

国である。また、日本は地震防災

に対する先進国でもある。

　1995年１月に発生した阪神・淡

路大震災以降、地震防災に関して

様々な技術が展開されている。

　また、2005年３月の中央防災会

議では、公共施設や住宅等の耐震

化や津波対策などを戦略的・重点

的に推進していくための具体的な

減災目標を定めた「地震防災戦略」

が策定された。

　その中で、いつ発生してもおか

しくないといわれている東海地震

と、21世紀前半にも発生が懸念さ

れている東南海・南海地震につい

て、今後 10 年間で死者数、経済

被害額を半減させる減災目標が明

示された。

　ここでは、わが国における地震

防災の最近の動向と今後の課題に

ついて紹介する。

2   阪神・淡路大震災以降の地震でわかったこと 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆

　1923年の関東大震災以降、1995

年の阪神・淡路大震災まで、わが

国においては都市を直撃した大地

震が発生しておらず、建築技術の

進歩などにともない、地震による

壊滅的な被害は発生しないと思わ

れていた。

 しかし、阪神・淡路大震災では、

高速道路高架橋の倒壊など、それ

まで考えられなかった被害が発生

した。

２‐１

全国各地で
震度６以上の地震が発生

　2004 年 10 月には阪神・淡路大

震災以来の最大震度７となる新

潟県中越地震が発生した。また、

2005年３月には地震活動が活発で

なかった九州北部で最大震度６弱

の福岡県西方沖地震が発生してい

る。さらに東海地震、東南海・南

海地震や首都直下地震の切迫性が

叫ばれている。

　過去 30年の地震と海溝型巨大

地震等の震源域は、図表１のとお

りである。

　東海地震、東南海・南海地震と

首都直下地震などの想定震源域以

外の全国各地で発生している。

　日本の陸域および沿岸域には約

2,000 ヶ所の活断層が存在してお

り、地震調査研究推進本部では、

このうち大地震を起こした場合、

社会的、経済的に大きな影響を与

える 98の断層帯を選定し、活断

層の調査を推進している。

　活断層は約 2,000 ヶ所が確認さ

れているが、その数倍の確認され

ていない活断層が存在するともい

われており、大地震は東海地震、

東南海・南海地震や首都直下地震

ばかりでなく、どこでも発生する

危険性がある。

２‐２

防災意識の低下

　内閣府が行った全国の 20歳以

上の約 3,000 人を対象にした防災

に関する世論調査によると、大地

震に備えてとっている対策は、図

表２に示すように、阪神・淡路大

震災直後の調査では比率が高くな

っているが、その後時間の経過と

ともに防災意識は低下している。

　また、大地震が起こった場合に

心配なことでは、図表３に示すと

おり、被災による火災の発生、建

物の倒壊が上位を占め、被災後に

生活する上での食料や飲料水の確

保、次いで道路や橋の被害・混雑、

津波、浸水、堤防の決壊などの順

となっている。

　家具類の転倒・落下防止対策も、
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外観を気にしていたり、必要性を

感じていないなどの理由により実

施率が低くなっている。

２‐３

住民の避難状況

　三陸沖は太平洋プレートの沈み

込む海溝があり、三陸海岸はリア

ス式海岸であるため、津波が大き

くなる傾向があり、津波常襲地帯

といわれている。

　過去においても明治三陸地震津

波（1896 年）、昭和三陸地震津波

（1933年）とチリ地震津波（1960年）

などで多くの死者・行方不明者が

出ている。

　2003年５月の宮城県沖の地震で

は、三陸沿岸各地で震度４～６弱

が観測されたが、この時には津波

は発生しなかった。

　宮城県気仙沼市内の津波の危険

区域を含む行政区を調査対象に約

30％、3,600 票の回収による住民

の避難行動状況は、図表４のとお

りである。

　避難した人は約８％で、４割は

避難するつもりがなかったと回答

しており、津波の常襲地帯でも自

主的に避難している人は少ない。

　また、2004年９月の東海道沖を

震源とする地震において、最大震

度５弱が観測された。地震発生か

ら４～６分後に気象庁から愛知、

三重、和歌山の３県 42市町村に

津波警報が発令され、12市町村が

避難勧告を行ったが、避難した人

は少ない。

　この地域は、特に東海地震、東

南海・南海地震により著しい被害

が生じるおそれのある地域で、防

災対策を推進する必要がある地域

に指定されているところである。

　近年、テレビや行政などからの

地震情報・避難情報を待っている

人が多く、災害情報に依存するこ

となく、迅速に行動する防災対策

は緊急の課題となっている。

図表１　過去 30 年の地震と海溝型巨大地震等の震源域

 日付 地震名又は震源

① 1982.03.21 昭和57年浦河沖地震

② 1993.01.15 平成5年釧路沖地震

③ 1994.10.04 平成5年北海道東方沖地震

④ 1994.12.28 平成5年三陸はるか沖地震

⑤
 
1995.01.17 平成7年兵庫県南部地震

  阪神・淡路大震災

⑥ 1997.05.13 鹿児島県薩摩地方

⑦ 1998.09.03 岩手県内陸北部

潯 2000.07.01 新島・神津島近海

潛 2000.10.06 平成12年鳥取県西部地震

濳 2001.03.24 平成13年芸予地震

潭 2003.05.26 宮城県沖

澂 2003.07.26 宮城県北部

潼 2003.09.26 平成15年十勝沖地震

潘 2004.10.23 平成16年新潟県中越地震

澎 2006.03.20 福岡県西方沖

出典：平成17年版防災白書１）

図表２　大地震に備えてとっている対策（複数回答）単位：％

内閣府「防災に関する世論調査」をもとに作成２）

図表３　大地震が起こった場合に心配なこと（複数回答）
単位：％

内閣府「防災に関する世論調査」をもとに作成２）
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２‐４

1981年の
新耐震設計基準の効果

　阪神・淡路大震災では死者の数

が 6,400 名を超え、死亡要因のほ

とんどは家屋・家具類等の倒壊に

よる圧迫死であった。

　神戸市を対象に固定資産税台帳

から町丁目を単位として集計した

データから、1980年以前の建築物

の比率と、日本都市計画学会等の

調査に基づく全壊建築物の比率の

関係を比較したものは、図表５の

とおりである。

　1980年以前に建てられた建築物

の被害の割合が非常に多くなって

おり、1981年に施行された新耐震

設計基準の効果が表れた結果とな

っている。

　全国の住宅戸数約 4,700 万戸の

うち、1981年以前の建築戸数は約

1,750 万戸あり、このうち約 1,150

万戸は耐震性が不足すると推計さ

れている。

　住宅・建築物の耐震化は、人命

を守るのに有効であるばかりでな

く、出火や火災延焼の軽減、倒壊

による救命・救急活動や復旧・復

興の妨げの軽減にもつながる。

　また、2003年９月十勝沖地震で

は、1993 年釧路沖地震や 1994 年

北海道東方沖地震による被災を契

機に、落橋防止装置や地盤改良に

よる液状化対策、木造・RC造建

築物での耐震補強対策が行われた

箇所では地震後における被害は見

られておらず、耐震補強対策の効

果が表れている。

２‐５

阪神・淡路大震災における
復旧・復興

　阪神・淡路大震災の復旧・復興

状況は、図表６のとおりである。

　ライフラインなど（電気６日、

電話14日、ガス 84日、水道 90日、

下水道 93日）都市機能は比較的

早く復旧しているが、産業や住宅

の復興には時間がかかっている。

　中越地震では、「7.13 水害」「台

風 23号」による大量の降雨によ

って地盤が緩んでいた中で地震が

発生し、その後も長期間にわたり

大きな余震が続いた。

　地震発生直後、道路の寸断によ

り集落が孤立した。そのため被災

者の避難を困難にし、救援物資の

搬入やライフラインの復旧を遅ら

せる要因となった。

　ライフラインを早期確保するた

図表４　2003 年宮城県沖地震における気仙沼市民の避難行動の構成

避難した 避難しなかった 防災対応に
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出典： 住民の避難行動にみる津波防災の現状と課題―2003年宮城県沖の地震・
気仙沼市民意識調査から―３）

図表５　 町丁目を単位とした全建築物全壊率と 1980 年以前建築物
割合の比較

出典：建築研究所「兵庫県南部地震による建築物被害とその後の対応」４）
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めに、優先的に生活関連道路の復

旧が行われた。

　2005年７月の千葉県北西部を震

源とする地震では、13 年ぶりに

東京 23区内で震度５を観測した。

地震の発生が土曜日の夕方という

こともあり、人員の確保等に時間

がかかり復旧や点検が遅れた。

　首都圏では約 64,000 台のエレベ

ータが停止した。ほぼ全て地震時

管制運転装置が作動して最寄階に

停止しドアが開放されたものであ

る。セキュリティ上立ち入ること

が出来なかった建物を除き、二次

災害防止のため、専門技術者が安

全性を確認して翌日には復旧され

た。エレベータの閉じ込めが 78

件に上り、救出時間は通報を受け

てから平均で約 50分。ドアの異

常を検知して緊急停止装置が作動

した影響と思われている。

　電車や列車などに設置されてい

る非常用ドアのように、エレベー

タの内側から手動で開けることが

出来、安全に脱出できる機能が必

要である。

　また、鉄道の運行再開までに長

時間を要し、JR線や地下鉄など

では最大７時間止まり、100 万人

以上に影響が出た。運転再開まで

の時間の短縮や輸送障害発生時の

乗客などへの情報提供等について

も検討することとなった。

２‐６

地震予知

　地震予知とは、地震の発生時

期、場所、大きさ（マグニチュー

ド）を地震の発生前に予測するこ

とで、わが国の地震予知計画が国

家プロジェクトとして 1965 年に

始まり 40年が経った。現在、地

震調査研究推進本部により発生間

隙や最新活動時期などのデータを

基に「今後 30年以内に起きる可

能性は何％」といった確率論的長

期予測が行われている。

　地震予知の基本となる地殻変動

観測については、約 20km間隔で

図表６　阪神・淡路大震災の復旧・復興までの日数

出典：防災科学技術研究所「耐震研究の地震防災対策への反映」５）

図表７　東海地震発生シナリオ

出典：気象庁「東海地震に関する情報」６)
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覆う全国的なGPS連続観測施設

の整備が進み、迅速かつ的確な情

報が得られるようになった。

　地震には、その前触れとなる異

常現象である地震前兆現象がある

とされている。

　気象庁では、東海地震につい

ては図表７に示すとおり、①前兆

現象を伴う可能性が高いこと、②

前兆現象を捉えるための観測・監

視体制が震源域直上に整備されて

いること、③捉えられた異常な現

象が前兆現象であるか否かを判断

するための、「前兆すべりモデル」

に基づく基準があることから、短

期直前予知できる可能性があると

している。

　しかし、2003年９月十勝沖地震

では、地震が発生する前に前兆す

べりが起こらなかった。

　1975年２月に中国・遼寧省でマ

グニチュード 7.3 の海城地震が発

生した時には、地震の前兆現象で

ある動物の異常行動や地下からの

湧水などが観測されて、地震発生

の直前に避難命令が出され、被害

を最小限にとどめることが出来た

といわれている。

　しかし、異常な現象があっても、

それが地震の前兆現象かどうかの

見極めが難しく、この他に直前予

知に成功した例はほとんどない。

3   阪神・淡路大震災以降の取り組み状況蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
　阪神・淡路大震災の発生を教訓

として、地震災害の軽減にむけた

新たな取り組みや強化、改良が行

われている。

３‐１

地震観測網の整備

　阪神・淡路大震災により、1995

年７月、全国にわたる総合的な地

震防災対策を推進するため、地震

防災対策特別措置法が議員立法に

よって制定された。

　地震調査研究推進本部では、

1997年８月に「地震に関する基盤

的調査観測計画」が策定された。

　地震観測については、データの

気象庁への一元化や処理するため

図表８　地震観測施設一覧（2004 年３月末現在）

項
目

高
感
度
地
震
計

広
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域
地
震
計

強
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変
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）
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機
関
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海
底
※
１

TY
P
E
1

※
２

TY
P
E
2

※
３

地
上

地
下

G
P
S

S
LR

V
LB
I

歪
計
等
※
４

文部科学省 41

国立大学 273 6（2） 10 26 116 9 59 104 42 42 3 5

防災科学技
術研究所

755 6（1） 22 51 1700 672 3 55 7 15 6

海洋研究
開発機構

5（2） 4

国土交通省 1158 285 76

国土地理院 1311 4 5 15 2 27

気象庁 186※５ 8（2） 585 36 6 84※６

海上保安庁
海洋情報部

39 1 16 1 28

産業技術
総合研究所

14 4 5 9 3 15 42 20

合計 1228 25（7） 31※７ 81 3564※8 975 1456 1 4 215 16 91 99 5 230※６

（※１）括弧内はケーブルの本数
（※２）小地震から地球自由振動まで解析可能な周波数帯域をカバーする広帯域地震計（例：STS1、CMG1T）
（※３）微小地震から津波地震のうち比較的卓越周期の短いものまで解析可能な周波数帯域をカバーする広帯域地震計（STS2、CMG3T）
（※４）歪計、体積歪計、３成分歪計、傾斜計、伸縮計等を示す
（※５）気象庁の高感度地震計の中には、TYPE２の広帯域地震計の性能を有する地点が20点ある。文科省施設利用の３点を含む
（※６）他機関（地方自治体等）依存観測点として10点、他機関観測施設利用観測点として２点含む
（※７）根室観測施設は、防災科学技術研究所と国立大学との共同観測施設
（※８）この他に、地方公共団体の震度計約2,800地点等がある 出典：地震調査研究推進本部７）
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のシステムの整備が行われ、図表

８に示すとおり、全国を高密度で

覆う高感度および広帯域地震観測

網整備が図られた。

　陸域の高感度地震計（人間に感

じないような非常に小さな揺れを

検知するための地震計）は 1,228

ヶ所整備がなされ、約 20km間隔

での整備がほぼ達成されている。

　陸域の広帯域地震計（地面の速

い振動から、非常にゆっくりとし

た振動まで、広い周波数範囲まで、

広い周波数範囲にわたって揺れを

記録できる地震計）は 112ヶ所整

備がなされ、約 100km間隔での

整備がほぼ達成されている。

　強震計（高感度の地震計では

振り切れてしまうような強い揺れ

を観測するための地震計）は、地

中に 975ヶ所整備され、概ね高感

度地震計と同地点に整備されてい

る。なお、地表は、3,564 ヶ所（別

途、自治体が 2,800 ヶ所）整備さ

れている。

　GPS 連続観測施設（人工衛星

を用いて、プレート運動や地殻変

動を観測するシステム）は、1,456

ヶ所整備がなされ、約 20km間隔

での整備がほぼ達成されている。

　ケーブル式海底地震計による地

震観測については、既存の施設を

活用するとともに、主要海域の中

から順次選択し、整備に努めるこ

ととされている。

　東海地震を観測する御前崎沖海

底地震計の更新とともに、東南海・

南海地震域などの緊急性の高いと

ころから、ケーブル式海底地震計

の設置を行う必要がある。

３‐２

地震観測結果の
迅速な情報伝達

　現在、全都道府県の震度計のデ

ータが気象庁と接続されていて、

気象庁は各種地震情報を発表して

いる。都道府県は地震発生から４

分後までに震度情報の送信を開始

し、９分以内に全観測点の送信を

終了することとなっている。

　大規模な被害が予想される場合

には、首相官邸に対策室が設置さ

れ、緊急参集チームが招集される

こととなっている。

　2005年７月の千葉県北西部を震

源とする地震において、東京都で

は気象庁への送信サーバーのデー

タ処理が遅かったため、気象庁へ

の送信に時間を要し初動対応の遅

れにつながった。また、新潟県中越

地震の際にも、震度情報ネットワ

ークに障害が発生し、気象庁へ送

信が出来なかったところがあった。

３‐３

緊急地震速報

　緊急地震速報とは、図表９に示

すとおり、大きな揺れを引き起こ

すＳ波（主要動）が到達する前に、

震源に近い観測点で得られた伝播

速度が速いＰ波（初期微動）を検

知することにより、震源や地震の

規模、Ｓ波の到達時刻や震度を推

定し、地震や津波による被害の防

止・軽減を図るものである。

　気象庁では、2004年２月から緊

急地震速報の試験運用を開始し、

現在、国の防災機関、自治体、大学、

学校、民間等、約 140機関に試験

的な提供が行われている。

　地震の主要動が来る前に防災対

策を講じることにより

蘆 列車やエレベータなどの自動

制御

蘆 建物内にいる人々や地方自治体

図表９　緊急地震速報

出典：気象庁資料８)
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への伝達等の危険回避

蘆 携帯電話や衛星通信など情報伝

達システムの実用化

蘆 火災の原因となる電気、ガス、

工場の生産ラインにおける燃料

等の遮断など被害軽減、重要デ

ータのバックアップ

などを実施することにより、被害

の減少が期待される。

　阪神・淡路大震災のような直下

型地震では、Ｐ波とＳ波の時間差

が短く効果は発揮できない。

　2005年８月に宮城県沖で発生し

た地震では、緊急地震速報の第１

報発信からＳ波が到達するまでの

時間が、震度６弱を観測した宮城

県川崎町では約 22秒、震度５強

を観測した仙台市、石巻市で、そ

れぞれ 16秒、10秒と見込まれる

という情報が提供された。

３‐４

建築物の耐震改修の
促進に関する法律
（耐震改修促進法）

　阪神・淡路大震災の教訓を踏ま

え、耐震基準に満たない建築物の

早急な耐震改修を図るため、建築

物の耐震改修の促進に関する法律

（耐震改修促進法）が 1995 年 12

月に制定された。

　特定建築物（学校、病院、劇

場、百貨店、事務所等、多数の者

が利用する建築物で３階以上かつ

1,000m2 以上のもの）の所有者は、

耐震診断を行い、必要に応じ耐

震改修を行う努力義務となってい

る。一般住宅は含まれていない。

　同法が制定されて 10年近くが

経つが、同法を活用した特定建築

物の耐震改修の実績は約 10,000 棟

で、耐震改修は十分に行われてい

ない。

　このことから、2004年に建築物

の安全性及び市街地の防災機能の

確保を図るため、建築基準法等お

よび都市計画法等の一部が改正さ

れた。

建築基準法等の一部改正（建築物
の安全性の確保）
蘆 建築物に係る報告・検査制度の

充実および強化

蘆 危険な不適格建築物に対する是

正勧告

蘆 既存不適格建築物に関する規制

の合理化

蘆 処罰の強化（是正命令に従わな

い場合の法人重課）等

都市計画法等の一部改正
蘆 密集市街地における地震災害・

大規模火災対策等

　耐震性が不十分な住宅・建築物

への対応策の強化として、特定建

築物については期間を定めて耐震

診断・改修を義務化する。耐震性

が不十分な建築物については、指

導・助言だけでなく、指示・報告

聴取・立入検査や、指示に従わな

い建築物の公表等を行えるように

する。一般住宅についても努力義

務を課すなど、耐震改修促進法の

見直しが検討されている。

３‐５

耐震、免震、制振構造

　建物の耐震性を高めるには「耐

震構造」、「免震構造」、「制振構造」

の３つの構造がある。耐震・免震・

制振構造の分類は、図表 10のと

おりである。

　耐震構造は、柱、壁などの構造

物を、弾性的または弾塑性的に地

図表 10　耐震・免震・制振構造の分類

出典：国土交通省資料９）
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震力に耐えるようにする構造で

ある。

　免震構造は、建物の基礎下部や

階と階の間に設けた支承などの免

震装置により地震エネルギーを吸

収し、建物が揺れないようにする

構造である。

　制振構造は、壁等に設置したダ

ンパーなどの制振装置により地震

エネルギーを吸収し、建物全体の

揺れを制御する構造である。

　建物の地震対策は、耐震構造が

関東大震災において効果を発揮し

たといわれ、高度成長期には建築

物の高層化に伴う、主に強風時の

居住性改善を目的とした振動制御

構造が 1980 年代に増え、阪神・

淡路大震災以降は免震構造が増加

している。

３‐６

住宅・建築物の耐震化

　戸建住宅耐震改修にかかる費

用は、住宅や工事の規模によって

異なるが、平均的には１戸当たり

200万円程度かかる。

　費用負担の軽減を図るために耐

震診断・改修に関する助成制度と

して

蘆 マンション、事務所等に対する

耐震診断・改修補助（1995年度）

蘆 戸建て住宅の耐震診断補助

（1998年度）

蘆 戸建て住宅の耐震改修補助

（2002年度）

が、阪神・淡路大震災以降に拡充

されてきた。

　住宅の耐震診断・改修の実績は、

2003年度末までの累計では、耐震

診断が約17万戸（うち補助16万戸）

に対し、耐震改修は約 3,500 戸（う

ち補助 40戸）と制度が十分に活

用されているとは言えない。

　上記の補助制度が十分に活用さ

れなかったことから、耐震診断お

よび耐震改修に係る補助制度を一

元化した「住宅・建築物耐震改修

等事業」が2005年度に創設された。

　今後、全国的な普及を図ってい

く必要がある。

３‐７

地震保険

　地震はきわめて大きな損害をも

たらす可能性があり、そのリスク

を民間の損害保険会社だけで分担

することは困難である。

　そこで、1964年の新潟地震を契

機として、1966年に「地震保険に

関する法律」が制定され、政府と

民間損害保険会社の共同運営によ

る保険制度が設けられた。

　１回の地震で一定規模以上の支

払い保険金が生じた場合、保険金

の一部を政府が負担することとさ

れていて、2005年４月から１回の

地震による総支払限度額は５兆円

（関東大震災クラスの大地震が発

生しても対応可能な額）となって

いる。

　地震保険は火災保険に付帯する

方式での契約で、建物 5,000 万円、

家財 1,000 万円を限度に、火災保

険の 30～ 50％の範囲内とされて

いる。

　保険料は、建築時期と木造・非

木造、都道府県別の危険度（４区

分）により決まる。

　2003年度末時点での火災保険に

対する地震保険の付帯率は約35％

となっている。

　地震保険の世帯加入率は約17％

で、JA建物更生共済の加入率を

合わせても約３割であり、地震保

険の普及促進を図ることが課題と

なっている。

３‐８

ハザードマップ

　ハザードマップは、災害におけ

る被害を最小限にくい止めること

を目的として、予想される被害の

区域や程度などを地図上に明示す

るとともに、避難場所や危険箇所

などの避難情報を分かりやすく表

示したものである。

　地震ハザードマップは東京都、

横浜市、名古屋市などの１都６市

で作成されており、津波ハザード

マップは、海岸線を有する 991市

町村のうち約12％にあたる 122市

町村での作成にとどまっている。

中央防災会議では、今後５年間で

津波防災対策が必要なすべての市

町村において、津波ハザードマッ

プを作成することが掲げられた。

　既に作成・公表されているハザ

ードマップには、学校・公民館等の

避難場所を表示してあるものは多

いが、避難経路や指定避難路につ

いてはほとんど表示されていない。

３‐９

災害復旧・復興

　防災基本計画（2005年７月、中

央防災会議）では、「被災地の復

旧・復興は、被災者の生活再建を

支援し、再度災害の防止に配慮し

た施設の復旧等を図り、より安全

性に配慮した地域振興のための基

礎的な条件づくりを目指すものと

する。また、災害により地域の社

会経済活動が低下する状況にかん

がみ、可能な限り迅速かつ円滑な

復旧・復興を図るものとする」こ

ととなっている。

　阪神・淡路大震災の教訓を踏ま

え、次のような取組みがなされて

いる。

盧法律・計画の見直し
①災害対策基本法の改正
　内閣総理大臣が本部長となる

緊急災害対策本部の設置要件の

緩和や現地災害対策本部の法定

化などの政府の災害対策本部の充

実・強化、市町村長による都道府

県知事に対する自衛隊の災害派遣

要請の法定化などの地方公共団体

の防災対策の強化、などの改正が

なされた。
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②防災基本計画、地域防災計画の
　見直し
　防災分野の最上位計画である防

災基本計画について、自然災害に

関して震災対策編の編構成とし、

全面修正された。

　また、地域における防災の総合

計画である地域防災計画について

も、全都道府県において防災基本

計画の全面修正を踏まえた修正が

行われ、市町村では 2004 年４月

現在で 2,390 団体（76.5％）が見

直しを完了している。

③被災者生活再建支援法
　自然災害により生活基盤に著し

い被害を受け、経済的理由等によ

り自立して生活を再建することが

困難な被災者に対し、都道府県が

相互扶助の観点から拠出した基金

を活用して、自立した生活の開始

を支援する。1998年に制定・施行

されたものが、2004年に一部改正

され、採択用件の緩和と支給限度

額の引き上げが行われた。

盪ライフラインの確保
　ライフラインは復旧・復興だけ

でなく、避難生活の解消にも直結

する。

　復旧・復興にあたる人員の確保

は重要であるが、施設の耐震性の

向上や被災時の速やかな機能確保

にむけて、既存施設の耐震診断技

術、耐震補強手法の確立、被災

した時に迅速に被災箇所を把握

するための技術の研究開発が必要

である。

 また、復旧・復興を点検する上

では配線や管路のブロック化、あ

るいは複数化やネットワークによ

る分散化が必要である。

①電気
　阪神・淡路大震災では、通電火

災が 44件発生したとされており、

避難時にはブレーカーをオフにす

るように PRが行われているが、

停電が回復しても確認ボタンを押

さなければブレーカーがオンにな

らないようにする必要がある。

②ガス
　都市ガスについては、阪神・淡

路大震災後に感震遮断機能付きマ

イコンメーターの設置が義務化さ

れ、中越地震では有効に機能し、

二次災害が防止された。LPガス

については、緊急地震速報などと

連動した自動遮断システムが必要

である。

③上水道
　水道管は、材質の弱い石綿セメ

ント管や布設後 20年以上経過し

た管が多く、配管の接合部分の継

目は地震に弱く、阪神・淡路大震

災では神戸市を中心に約 90万戸

で上水道が断水している。現在、

耐震継手付きダクタイル鋳鉄管、

鋼管、ポリエチレン管などの耐震

化が進められている。

④下水道
　阪神・淡路大震災以降に造ら

れた処理場・ポンプ場・管路など

の下水道施設については、概ね耐

震化が図られている。継手は伸縮

性に富み止水性が保持できる伸縮

可撓継手とし、管渠の被害状況は

TVカメラの遠隔操作による調査

が進められている。下水道は、上

水道の復旧作業に合わせ供用を再

開することとなる。

３‐10

防災関係の科学技術に
関する研究開発予算の推移

　わが国の自然災害対策を含めた

防災対策は、1959年の伊勢湾台風

を契機として、1961年に制定され

た「災害対策基本法」が基本とさ

れている。

　近年の防災関係の科学技術に関

する研究開発は、1993 年に決定さ

れた「防災に関する研究開発基本

計画（1993年 12月、内閣総理大臣

決定）」に沿って進められている。

　阪神・淡路大震災を契機として、

1995年７月に地震調査研究推進本

部が政府の特別機関として設置さ

れ、地震に関する観測、測量、調

査及び研究が進められている。

　自然災害対策技術の研究を含め

た防災関係の科学技術研究予算の

推移は、図表11のとおりである。

　1970 年代以降増加傾向にある。

2001年度以降、独立行政法人化に

よって減った。

図表 11　わが国の防災関係科学技術研究予算の推移（単位：億円）

出典：防災白書をもとに作成１）
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　　地震被害の軽減を図るために

は、次のような課題がある。

４‐１

海底地震計の
ネットワークの整備

　地震計観測網の整備は、1997年

に策定された「地震に関する基盤

的調査観測計画」に基づく整備が

ほぼ達成されている。

　しかし、地殻の変動は目に見え

ず、観測機器から離れた地中や海

底などで起こることから、地震が

起こった直後に海底で地震を観測

することにより、波形や規模など

のデータを解析することが、地震

災害を軽減する上で極めて重要で

ある。

　震源を取り囲むように地震計を

設置しておけば、地震活動を精度

よく観測することができる。海域

における地震活動を陸側から観測

することは観測精度が落ちてしま

うため、海域におけるリアルタイ

ムの常時監視が欠かせない。

　海域での地震活動を直接観測

することは、地震情報や津波情報

に寄与するばかりでなく、緊急地

震速報による被害軽減にもつなが

り、海底地震計のネットワークの

整備が必要である。

４‐２

地震計の更新と
受信体制の強化

　地震計の機器の更新は 10年置

きにされていて、阪神・淡路大震

災を契機に設置された機器は、間

もなく10年をむかえることとなる。

　自治体が設置した震度計は全国

に約2,800 地点に上り、中越地震の

際の震度７は川口町の震度計によ

って観測されている。しかし、市

町村合併による震度計の統廃合や

経費節減による保守点検の削減な

ど観測精度の低下が危惧される。

　自治体の震度計は、地震情報だ

けでなく、官邸対策室の設置を始

めとした関係機関の迅速な初動対

応に利用されている。

　また、市町村や都道府県は震度

速報に対応できるようにネットワ

ーク回線数の増加、多重化・常時

接続化や送信・受信サーバーの処

理能力の向上等、システムの改善

を早急に行う必要がある。

４‐３

耐震化の促進にむけた
優遇措置の創設

　中央防災会議の地震防災戦略で

は、住宅耐震化率を現在の75％か

ら今後 10年で 90％に向上させる

具体的目標が掲げられている。

　しかし、耐震診断や耐震改修に

かかる費用、悪徳施工業者の横行

などが障害となっており、自分の

ところは大丈夫だという過信も見

受けられる。

　耐震診断および耐震改修に係る

補助制度の一元化が図られ、耐震

化の促進が期待されるが、耐震改

修により住宅の資産価値が上がり

固定資産税の増額につながってし

まう。

　耐震化による固定資産税の軽減

や地震保険の掛け金の割引など、

減災に向けた取り組みを支援する

優遇措置を導入すべきである。

　耐震化にあたっては、ハザード

マップの危険度、地震保険の都道

府県別の危険度などから優先順位

をつけて促進する必要がある。

４‐４

ハザードマップの
作成・普及

　防災対策の主体は市町村であ

り、消防機関への出動命令や警察

官等への出動要請、住民に対して

避難勧告・命令、警戒区域の設定

など、大きな役割を有している。

　地震による津波、土砂災害など

の被害に加え、交通網の寸断箇所

や建物の倒壊・延焼等を予測し、

安全な場所へ迅速に避難誘導する

ためのハザードマップの作成・普

及を図る必要がある。

　市町村によっては、合併による

地域防災計画の見直し等、ハザー

ドマップの作成に着手できないと

ころもあった。

　ハザードマップは災害の危険

度、避難場所・避難経路等の情報

を提供するばかりでなく、災害に

対する予防対策、応急対策等の施

設整備を検討する上でも役立つ。

　また、道路の都市計画決定にあ

たっては、延焼防止対策として幅

員の広い道路整備を推進する必要

がある。

４‐５

共同溝化の促進

　阪神・淡路大震災におけるライ

フラインの復旧・復興では、道路

を掘り起こしてガス管を修理した

あと、水道管修理で再び道路を掘

るなど効率の悪さが目立った。

　各ライフライン間における被害

状況や復旧に関する情報の共有化

と復旧作業における連携の手法を

確立する必要がある。

　電気、ガス、水道などのライフ

4   今後の課題 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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ラインを道路の地下空間にまとめ

て収める共同溝化が進められてい

る。共同溝には、ライフラインの

メンテナンスに必要な空間も確保

することにより、地震時のライフ

ラインの安全性の向上が図れると

ともに、別々に埋められているラ

イフラインの補修による道路の掘

り返し工事が少なくなり、交通渋

滞の緩和にもつながる。

　阪神・淡路大震災ではライフラ

インが多大な被害を受けたが、神

戸市内の一部で整備されていた共

同溝は軽微な損傷にとどまった。

地震に強いまちづくりを進める必

要がある。

5   おわりに蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
　阪神・淡路大震災以降、被害を

軽減させる減災がうたわれている。

　減災にむけて上記のような課題

があり、これらについて実効ある

行動を推進していく必要がある。
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